
日本学術会議任命問題に関する意見書（案） 

 

 菅義偉首相が、日本学術会議（以下、会議）が新会員として推薦した１０５人のうち６人

の任命を見送ったことが大きな問題になっています。政府は「首相が会議の推薦通りに任命

する義務はない」との立場で任命見送りを正当化しています。 

 日本学術会議法（以下、日学法）は１７条で「優れた研究又は業績がある科学者のうちか

ら会員の候補者を選考し・・・内閣総理大臣に推薦する」とし、７条で「会員は、第１７条

の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と定めています。 

 会員の選任方法を公選制から推薦制に変えた日学法改定案の審議の際、当時の中曽根康弘

首相は「政府が行うのは形式的任命にすぎない」と述べ、それ故に「学問の自由独立という

ものはあくまで保障される」と強調していました。さらに「形式的な任命」について、当時

の担当大臣は「推薦された者をそのまま会員として任命する」と明言するなど法令解釈が定

着しています。 

 この任命見送りは、①従来の政府答弁を覆し会議が推薦した候補の一部を首相が見送った

こと、②「優れた研究又は業績」が日学法の唯一の推薦基準なのに「総合的・俯瞰的な立場」

という別の基準を持ち込んで任命見送りの理由にしたこと、③任命は「推薦に基づいて」行

わなければならないのに首相が推薦名簿を「見ていない」と述べていること、④内閣官房副

長官が６人の除外に関わり、学術会議の選考・推薦権、首相の任命権を侵害したことなど幾

重にも日学法に違反しています。さらに、個人の研究者の自由な研究を阻害するとともに、

学術会議という研究者のコミュニティーの自主性・自発性に対する乱暴な介入であり、憲法

２３条の「学問の自由」に反します。 

 よって、政府におかれては、６人の任命見送りの理由と経過を国民に説明し、違憲・違法

な任命見送りを撤回し、直ちに６人を任命するよう求めるものです。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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